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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成27年9月3日(2015.9.3)

【公開番号】特開2013-101309(P2013-101309A)
【公開日】平成25年5月23日(2013.5.23)
【年通号数】公開・登録公報2013-026
【出願番号】特願2012-188154(P2012-188154)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/15     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ    1/15     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月17日(2015.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの基板と、
　該２つの基板に挟まれた２つの透明電極層と、
　該２つの透明電極層に挟まれ、電気により透過率が可逆変化するエレクトロクロミック
層と、
　前記２つの基板の一方と該一方に最も近い前記透明電極層との間に設けられる第１の誘
電体層と、を有し、
　前記第１の誘電体層は、波長５５０ｎｍに対する屈折率差が０．２以上の高屈折率層及
び低屈折率層が積層された多層膜であることを特徴とする透過率可変素子。
【請求項２】
　前記第１の誘電体層は、前記高屈折率層及び前記低屈折率層の夫々を複数有しており、
前記高屈折率層及び前記低屈折率層は交互に積層されていることを特徴とする請求項１に
記載の透過率可変素子。
【請求項３】
　前記２つの基板の他方と該他方に最も近い前記透明電極層との間に設けられる前記第１
の誘電体層を更に有することを特徴とする請求項１又は２に記載の透過率可変素子。
【請求項４】
　前記高屈折率層の波長５５０ｎｍに対する屈折率は、１．６以上であることを特徴とす
る請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項５】
　前記高屈折率層の波長５５０ｎｍに対する屈折率は、２．０以上であることを特徴とす
る請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項６】
　前記低屈折率層の波長５５０ｎｍに対する屈折率は、１．７以下であることを特徴とす
る請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項７】
　前記低屈折率層の波長５５０ｎｍに対する屈折率は、１．５以下であることを特徴とす
る請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項８】
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　前記高屈折率層の膜厚は、隣合う前記低屈折率層の膜厚よりも小さいことを特徴とする
請求項１乃至７のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項９】
　前記透明電極層の膜厚は、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１乃至８のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１０】
　前記エレクトロクロミック層と該エレクトロクロミック層に最も近い前記透明電極層と
の波長５５０ｎｍに対する屈折率差は、０．３以上であることを特徴とする請求項請求項
１乃至９のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１１】
　前記エレクトロクロミック層と該エレクトロクロミック層に最も近い前記透明電極層と
の間に設けられる第２の誘電体層を更に有することを特徴とする請求項１乃至１０のうち
いずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１２】
　前記２つの透明電極層に挟まれた可視域で透明な電解質層と、前記エレクトロクロミッ
ク層と前記電解質層との間に設けられる第２の誘電体層と、を更に有することを特徴とす
る請求項１乃至１０のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１３】
　前記第２の誘電体層の波長５５０ｎｍに対する屈折率は、前記第２の誘電体層の両側の
層の波長５５０ｎｍに対する屈折率の間の屈折率であることを特徴とする請求項１１又は
１２に記載の透過率可変素子。
【請求項１４】
　前記第２の誘電体層は、導電性の材料で構成されていることを特徴とする請求項１１乃
至１３のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１５】
　第ｉ番目の前記第２の誘電体層の電気抵抗率をρｉ［Ωｃｍ］、第ｉ番目の前記第２の
誘電体層の膜厚をｄｉ［ｃｍ］、とするとき、
　　０＜Σｉρｉｄｉ≦１００Ωｃｍ２

なる条件を満足することを特徴とする請求項１１乃至１４のうちいずれか１項に記載の透
過率可変素子。
【請求項１６】
　前記第２の誘電体層は、単層であることを特徴とする請求項１１乃至１５のうちいずれ
か１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１７】
　前記第２の誘電体層は、前記エレクトロクロミック層と同じ組成であることを特徴とす
る請求項１１乃至１６のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項１８】
　波長５５０ｎｍをλ０、前記第２の誘電体層の波長λ０に対する屈折率をｎ、前記第２
の誘電体層の膜厚をｄ、とするとき、
　　１／６＜ｎｄ／λ０＜１／３
なる条件を満たすことを特徴とする請求項１１乃至１７のうちいずれか１項に記載の透過
率可変素子。
【請求項１９】
　前記エレクトロクロミック層および前記第２の誘電体層は、酸化チタンで構成されてい
ることを特徴とする請求項１１乃至１８のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項２０】
　前記エレクトロクロミック層は、エレクトロクロミック特性を示すエレクトロクロミッ
ク部と、該エレクトロクロミック部と結合している芳香環と、を含み、
　前記エレクトロクロミック部は一つの共役面を形成し、
　前記芳香環において、前記エレクトロクロミック部と結合している原子と隣り合う原子
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は、メチル基以上の体積を有する置換基を有することを特徴とする請求項１乃至１８のう
ちいずれか１項に記載の透過率可変素子。
【請求項２１】
　可視波長帯域４２０～６８０ｎｍに含まれる波長をλｖ、波長λｖに対する透過率をＴ
（λｖ）、とするとき、消色状態において、
　　０．９＜Ｔ（λｖ±２０ｎｍ）／Ｔ（λｖ）＜１．１
なる条件を満たすことを特徴とする請求項１乃至２０のうちいずれか１項に記載の透過率
可変素子。
【請求項２２】
　消色状態における反射率が可視域全域で５％以下であり、可視波長帯域４２０～６８０
ｎｍに含まれる波長をλｖ、波長λｖに対する反射率をＲ（λｖ）、とするとき、
　　０．５＜Ｒ（λｖ±２０ｎｍ）／Ｒ（λｖ）＜２．０
なる条件を満たすことを特徴とする請求項１乃至２０のうちいずれか１項に記載の透過率
可変素子。
【請求項２３】
　請求項１乃至２２のうちいずれか１項に記載の透過率可変素子と、光学素子と、を有す
ることを特徴とする光学系。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の光学系と、該光学系からの光を受光する光電変換素子と、を備える
ことを特徴とする光学機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の透過率可変素子は、２つの基板と、該２つの基板に挟まれた２つの透明電極層
と、該２つの透明電極層に挟まれ、電気により透過率が可逆変化するエレクトロクロミッ
ク層と、前記２つの基板の一方と該一方に最も近い前記透明電極層との間に設けられる第
１の誘電体層と、を有し、前記第１の誘電体層は、波長５５０ｎｍに対する屈折率差が０
．２以上の高屈折率層及び低屈折率層が積層された多層膜であることを特徴とする。
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